
令和８年度茨城県中小企業等海外展開支援事業 

（海外出願支援事業） 

募集のご案内 
 

 

公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構では、優れた技術等を有し、かつ、それら

を外国において広く活用しようとする茨城県内中小企業者の外国出願を支援し、国際競争力の向

上、経営基盤の強化、海外市場への新たな参入及び事業展開を促進することを目的として茨城県

内中小企業者が、既に国内に出願している産業財産権（特許、実用新案、意匠及び商標）を基に

行う外国出願に要する経費の一部を助成します。 

 

 

１ 応募資格 

  茨城県内に主たる事業所を有する中小企業者（個人事業主を含む。）又はそれらの中小企業で

構成されるグループ（地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組

合等、商工会、商工会議所、NPO 法人） 

  ※みなし大企業は除く。 

 

２ 対象となる出願 

  特許、実用新案、意匠及び商標（抜け駆け対策商標も含む。）の外国出願 

 

３ 助成対象経費 

  外国特許庁への出願に要する経費  

外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費  

外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費  

外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費等 

 

４ 助成対象となる期間 

  補助金交付決定日から令和８年１２月３１日まで 

 

５ 補助率及び上限額 

 補助率は２分の１以内で、１企業及び１出願ごとの上限額は次のとおりです。 

１企業に対する補助金の総額 ３００万円 

１出願に対する補助金の上限 

① 特許出願 １５０万円 

② 実用新案登録出願，意匠登録出願又は商標登録出願 ６０万円 

③ 抜け駆け対策商標 ３０万円 

 

６ 募集期間  

  令和８年６月３０日（火）まで １７時必着  



７ 応募方法 

  申請書に必要書類を添付のうえ、下記提出先まで郵送等により提出してください。 

  提出先 

  公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 グローバル展開一課 

  〒310-0802 茨城県水戸市柵町１－３－１ 茨城県水戸合同庁舎４階 

 

  申請する際は、機構ホームページから下記申請書をダウンロードし、募集要項及び実施要領

により詳細内容を確認のうえ、申請してください。 

 

  申請書様式第１－１（特許，実用新案，意匠及び商標）(Word) 

  申請書様式第１－２（抜け駆け対策商標）(Word) 

申請書様式第２ 

（従業員への賃金引上げ計画の表明書）(Word) 

※賃上げ実施企業に対する加点措置を受ける場合のみ 

  令和８年度茨城県中小企業等海外展開支援事業募集要項(PDF)【機構】 

  中小企業等海外展開支援事業費補助金実施要領(PDF)【経済産業省】 

  実施要領第４条１項２項（ア）優先権主張を伴わない商標登録出願について(PDF) 

交付申請書記載例（特許・実用新案・意匠(PDF) 

  交付申請書記載例（商標・抜け駆け対策商標）(PDF) 

  申請者向け Q&A（PDF） 

 

８ 選考について 

機構が設置する審査委員会において、申請者ご自身によるプレゼンテーション及びヒアリン

グを行い、選考のうえ決定します。 

なお、申請者が審査委員会当日に欠席した場合は、選考にあたって不利益が生じることがあ

りますので、必ず予定を確保されることをお勧めいたします。 

 

【選考基準】 

・先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判

断される出願であること 

・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業

展開を計画していること、又は、外国における抜け駆け出願対策の意思を有しているこ

と 

・外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること  など 

 

  【その他】 

   ・賃上げ実施企業に対する加点措置 

賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。申請後の１事業年度

又は１年（暦年）の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、２．５％以

上増加したかにより賃上げの判断をします。中小企業者が加点措置を希望する場合は、

「提出書類」に加えて、申請者様式第２「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の提出に

より受領とします。 

   ・ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置 

https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_kaigaishutsugan_1-1.docx
https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_kaigaishutsugan_1-2.docx
https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_kaigaishutsugan_2.docx
https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_kaigaishutsugan_yokou.pdf
https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_kaigaishutsugan_yoryo.pdf
https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_kaigaishutsugan_yoryo_4-1-2.pdf
https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_kaigaishutsugan_kisairei_1.pdf
https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_kaigaishutsugan_kisairei_2.pdf
https://www.iis-net.or.jp/files/kousya/page/tempfileR8/R8_kaigaishutsugan_QA.pdf


    以下のいずれかに該当するときは、審査上の加点措置を実施しますので、認定書の写し

を提出してください。 

ア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定

（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業） 

イ 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト（女性の活躍推進企業データ 

ベス）で公表している企業（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合 

のみ） 

※常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主 に限る。 

ウ 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・ トライ 

くるみん認定・プラチナくるみん認定企業） 

エ 次世代育成支援対策推進法第１２条に基づく行動計画を策定し、専用サイト（両立支 

  援のひろば）で公表している企業（計画期間が満了していない行動計画を策定してい 

  る場合のみ）※常用雇用する労働者の数が１００人以下の事業所に限る。 

オ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定（ユース エー 

  ル認定） 

 

９ 主な事業スケジュール   

令和８年６月３０日     募集締切 

令和８年７月下旬頃（予定） 審査委員会 

令和８年７月下旬頃（予定） 交付決定 

令和８年１２月３１日    外国出願完了 

令和９年１月２９日     実績報告書の提出期限 

（事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は令和９年１月２９日までのいずれ

か早い日）  

令和９年３月末まで     補助金額の確定及び交付 

 

【お問合せ先】 

 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 グローバル展開一課 担当：矢口 

 〒310-0802 茨城県水戸市柵町１－３－１ 茨城県水戸合同庁舎４階 

 ＴＥＬ：０２９－２２４－５４１２  ＦＡＸ：０２９－３５０－１１０３ 

 Ｅ-mail：global@iis-net.or.jp   ＵＲＬ：https://www.iis-net.or.jp/ 

 




